	
助成には、訪問調査や申請手続きが必要となりますので、事前に販売しないようご注意ください。
　手続きの流れ
（台東区 低所得世帯・生活保護受給世帯エアコン購入費助成）
別紙２　

・・・販売店にてご対応をお願いする部分となります（裏面）。


（１）事前相談 

対象者　エアコン購入前に、区の下記担当へエアコン購入費助成の申請について相談します。
【低所得世帯】　　　事業専用コールセンター
【生活保護受給世帯】保護課　担当ケースワーカー


（２）訪問調査・申請 


　
[bookmark: _Hlk216862907]区　対象者の自宅に訪問し、エアコンがないこと又は故障等により使用できるエアコンがない
ことを確認します。調査の結果、対象となる場合はその場で申請を受け付けます。
申請の際に「本人払い」か「業者払い」かを確認します。


（３）助成決定通知書の交付　　



区　以下の書類を対象者に送付します。
①助成決定通知書
②請求書兼口座振替依頼書（以下「請求書」という。）
③委任状（【低所得世帯】「業者払い」の場合のみ）
④返送用封筒


（４）エアコンの購入・設置　



対象者　助成決定後にエアコンを購入します。
販売店　購入時に対象者から１頁(３)の①助成決定通知書を提示してもらい、その通知書に記載されている対象者の住所（訪問調査をした自宅）にエアコンを設置してください。
本人払い
業者払い

※対象者より「業者払い」（１頁(３)の②～④の請求書類の区への提出）を依頼された場合、次の対応をお願いします。
販売店
・助成対象外費用及び助成金額を超えた額を対象者から徴収し、領収書の写しを保管する。
・対象者が申請者欄に記入押印した②請求書を受け取り、販売店の口座情報を記入する。
[bookmark: _Hlk216789129]・③委任状（【低所得世帯】のみ）に対象者が記入押印したものを受け取る（受任者情報は販売店の方が代筆可）。
・②～④を預かる。②③の記載の訂正は対象者の印や署名が必要なため、対象者の来店時に完成させる。
※原則こちらになります。
次の対応をお願いします。
販売店
・購入及び設置費用の全額を対象者から徴収する。
・エアコンを購入したことがわかる領収書等(⑤)とエアコンを設置したことがわかる納品書等(⑥)を対象者に渡す。












[image: ]（５）請求書・領収書等を区へ提出 　

[image: ]販売店
・以下の書類を１頁(３)の④返送用封筒に入れ、区に提出してください。
②請求書（記入済みのもの）
③委任状（【低所得世帯】のみ）
⑤購入したエアコンの金額や機器が確認できる書類及び領収書の写し（対象者の支払い分がある場合）
⑥エアコンを設置したことがわかる納品書等の写し
対象者
・②請求書に記入押印する。
・以下の書類を区に提出する。
②請求書
[bookmark: _Hlk216789323]⑤エアコンを購入したことがわかる領収書等の写し
⑥エアコンを設置したことがわかる納品書等の写し











（６）助成金の振込　


区　原則請求書類が区に届いた翌月末までに、②請求書に記載の口座に助成金を振り込みます。
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